
常陸太田市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置と地域環境の 

保全に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は，再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び維持管理

等に関し，必要な事項を定めることにより，本市の恵まれた自然環境及び歴

史ある景観の保全を図るとともに，市民の安全と安心の確保，良好な居住環

境の維持及び秩序ある発電設備の設置を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。 

(1) 再生可能エネルギー発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号。以下「法」

という。）第２条第３項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち，

次に掲げるもの（以下「発電設備」と総称する。）をいう。 

ア 太陽光発電設備（法第２条第４項第１号に規定する太陽光を電気に変

換する発電設備をいう。） 

イ 風力発電設備（法第２条第４項第２号に規定する風力を電気に変換す

る発電設備をいう。） 

ウ バイオマス発電設備（法第２条第４項第５号に規定するバイオマスを

電気に変換する発電設備をいう。） 

(2) 設置事業 発電設備を設置する工事及び木竹の伐採，土地の形質の変

更その他発電設備を設置するために必要な工事を行う事業をいう。 

(3) 発電事業 発電設備の設置後，発電を行う事業をいう。 

(4) 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規

定する建築物をいう。 

(5) 事業区域 設置事業及び発電事業を行う一団の土地（継続的又は一体

的に設置事業を行う土地を含む。）をいう。 

(6) 分割案件 実質的に同一の事業者が，同時期又は近接した時期に実質

的に一つと認められる場所で，複数の設備を分割して設置することをい

う。 

(7) 設置者 設置事業を計画し，これを実施する者をいう。 

(8) 運営者 発電設備を維持管理し，発電事業を営む者をいう。 



(9) 事業者 設置者及び運営者をいう。 

(10) 土地所有者 事業区域に係る土地の所有者，占有者及び土地管理者を

いう。 

(11) 地元関係者 発電設備の設置に関し，その理解を得る必要がある次に

掲げる者をいう。 

ア 土地所有者並びに事業区域に隣接する土地の所有者，占有者及び土地

管理者 

イ 事業区域の境界からおおむね１００メートル以内に居住する者又は事

業を営む者 

ウ 事業区域及びこれに隣接する土地の町会長並びに同様の職務を担当す

る者 

エ 風力発電設備からの水平距離が当該発電設備の高さの２倍に相当する

範囲内に居住する者又は事業を営む者 

オ その他市長が必要と認める者 

（適用区分） 

第３条 この条例の規定は，次に掲げる発電設備について適用する。 

(1) 太陽光発電設備 発電出力が１０キロワット以上の事業用のもの（当

該発電設備を建築物に設置する場合を除く。） 

(2) 風力発電設備 発電出力が２０キロワット以上の事業用のもの（環境

影響評価法（平成９年法律第８１号）第２条第２項又は茨城県環境影響評

価条例（平成１１年茨城県条例第７号）第２条第２項の対象となる事業は

除く。） 

(3) バイオマス発電設備 発電出力が１０キロワット以上の事業用のもの 

（市の責務） 

第４条 市は，第１条の目的の達成のために，この条例の適正かつ円滑な運用

が図られるよう必要な措置を講じなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は，第１条の目的の達成のために，市の施策及びこの条例に定め

る手続の実施に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は，発電設備の設置に当たつては，この条例のほか，設置事業

及び発電事業に関連する法令等を遵守するとともに，自然環境，景観及び生

活環境の保全並びに災害の防止に十分に配慮し，地元関係者との良好な関係



の保持に努めなければならない。 

２ 事業者は，次条に定める事項を尊守するとともに，第８条に定める区域に

おいて設置事業及び発電事業を行わないよう努めなければならない。 

３ 事業者は，第９条に定める事項に配慮して設置事業及び発電事業を行うよ

う努めなければならない。 

４ 事業者は，設置事業を中止したとき，又は発電事業を廃止したときは，速

やかに当該設備を撤去し，自然環境の回復並びに景観の保全及び災害の防止

に努めなければならない。 

（禁止区域） 

第７条 何人も，次に掲げる区域（以下「禁止区域」という。）において，設

置事業を行ってはならない。 

(1) 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条の規定により指定された砂防

指定地 

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平

成１２年法律第５７号）第７条第１項の土砂災害警戒区域及び同法第９条第

１項の土砂災害特別警戒区域 

(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７

号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域 

(4) 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり

防止区域 

(5) 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項の保安林並びに同

法第４１条第１項及び第３項の保安施設地区 

(6) 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項に規定する河川区

域，同法第５４条第１項の河川保全区域及び同法第５６条第１項の河川予定

地 

（抑制区域） 

第８条 市長は，次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，当該区域を

発電設備の設置を抑制すべき区域（以下「抑制区域」という。）として指定

することができる。 

(1) 法令等により自然環境の保全区域として指定されていること。 

(2) 自然災害の発生が危惧されること。 

(3) 歴史的又は郷土的な特色を有していること。 

(4) 常陸太田市環境基本条例（平成２０年常陸太田市条例第３２号）第１



０条又は第１１条の規定により保全を図る必要があること。 

(5) その他発電設備の設置により周辺生活環境に悪影響を及ぼすおそれが

あること。 

２ 前項の場合において，市長は，抑制区域において設置事業を行わないよう

設置者に協力を求めることができる。 

３ 第１項に規定する抑制区域は，市規則で定める。 

（配慮事項） 

第９条 市長は，事業者が設置事業及び発電事業を実施する上で様々な影響が

あると想定される次に掲げるものについては，配慮が必要な事項（以下「配

慮事項」という。）として，事業者に特段の配慮を求めることができる。 

(1) 生活環境の保全に関すること。 

(2) 防災及び安全対策に関すること。 

(3) 地元関係者への対応に関すること。 

(4) 発電設備設置後の維持管理に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか，影響があると想定されること。 

２ 前項に規定する配慮事項は，市規則で定める。 

（事業の制限） 

第１０条 事業者は，常陸太田市暴力団排除条例（平成２４年常陸太田市条例

第２号）第２条に規定する暴力団，暴力団員及び暴力団員等（以下「暴力団

等」という。）又は暴力団等と関係を有するもの若しくは暴力団等がその事

業活動を支配するものに該当する場合は，設置事業及び発電事業を行うこと

ができない。 

（事前協議） 

第１１条 第１３条第１項の規定による許可（以下「設置許可」という。）の

申請（以下「許可申請」という。）をしようとする設置者は，事業区域ごと

に，設置事業に関する計画（以下「事業計画」という。）を定め，あらかじ

め，市規則で定めるところにより，事前に市長に協議しなければならない。 

（合意形成） 

第１２条 設置者は，設置事業を着手する前に地元関係者へ事業内容を説明

し，必要に応じて説明会を開催の上，地元関係者からの意見を集約して合意

形成を図るよう努めなければならない。 

２ 事業者は，設置事業又は発電事業に係る苦情又は要望等があつたときは，

誠意をもつて対応し，必要に応じて協定書等を作成し，理解を得るよう努め



なければならない。 

（設置事業の許可） 

第１３条 設置者は，次の各号のいずれかに該当する場合は，設置事業に着手

しようとする日の３０日前までに，市規則で定めるところにより，市長に申

請し，その許可を受けなければならない。 

(1) 次のいずれかに該当する太陽光発電設備を設置する場合 

ア 発電出力が５０キロワット以上（分割案件で合算して５０キロワット

以上のものを含む。）のもの 

イ 事業区域の面積が５００平方メートル以上のもの 

ウ 地上高が最大４メートル以上のもの 

(2) 発電出力が２０キロワット以上の風力発電設備を設置する場合 

(3) 発電出力が１０キロワット以上のバイオマス発電設備を設置する場合 

(4) 第７条第１項の規定により指定された抑制区域に発電設備を設置する

場合 

２ 事業者は，設置許可の内容の変更を行おうとするときは，市規則で定める

ところにより，速やかに市長に変更の許可（以下「変更許可」という。）の

申請を行い，あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

３ 事業者は，許可申請又は変更許可申請を取り下げようとするときは，市規

則で定めるところにより，速やかに市長に届け出なければならない。 

（設置事業の着手及び届出） 

第１４条 設置者は，設置許可を受けた後に，設置事業に着手しなければなら

ない。 

２ 設置者は，設置事業に着手しようとするときは，市規則で定めるところに

より，当該事業に着手しようとする日の１０日前までに市長に届け出なけれ

ばならない。 

３ 前項の場合において，設置者は，設置事業を中断し，再開し，廃止し，又

は完了したときは，市規則で定めるところにより，その都度速やかに市長に

届け出なければならない。 

（事前協議対象外設置事業に係る届出等） 

第１５条 第１３条第１項各号に規定する発電設備以外の発電設備を設置する

設置者は，市規則で定めるところにより，当該発電設備の設置事業に着手し

ようとする日の３０日前までに，当該事業の事業計画を市長に届け出なけれ

ばならない。 



２ 市長は，前項の規定による届出があつたときは，その内容を精査し，設置

事業に関連する法令等に基づく手続について助言又は指導を行うとともに，

第１条の目的を達成することが困難であると判断したときは，当該事業計画

の見直しを行うよう協力を求めることができる。 

３ 事業者は，第１項の届出の内容の変更を行おうとするときは，市規則で定

めるところにより，速やかに市長に届け出なければならない。 

４ 第１項の場合において，設置者は市規則で定めるところにより，設置事業

を着手し，中断し，再開し，廃止し，又は完了したときは，その都度速やか

に市長に届け出なければならない。 

（現地確認） 

第１６条 市長は，第１４条第３項又は前条第４項の規定による設置事業の完

了の届出（以下「完了届」という。）があつたときは，現地確認を行うもの

とする。 

２ 市長は，前項の規定による現地確認を行つた結果，設置許可又は完了届の

内容に相違等があつたときは，設置者に対して説明を求めることができる。 

（発電事業の開始） 

第１７条 運営者は，発電事業の運用を開始したときは，市規則で定めるとこ

ろにより，速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 運営者は，発電事業の稼働状況等について，市規則で定めるところによ

り，市長に報告しなければならない。 

３ 運営者は，発電事業開始後に，運営者又は土地所有者に変更が生じたとき

は，市規則で定めるところにより，速やかに市長に届け出なければならな

い。 

（発電設備の維持管理） 

第１８条 運営者は，発電設備の維持管理について，適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

（標識の設置） 

第１９条 運営者は，発電設備の稼働期間中，事業区域内の見やすい場所に，

市規則で定める事項を記した標識を設置しなければならない。 

（侵入防止措置） 

第２０条 運営者は，事業区域内に関係者以外の者が容易に立ち入ることがな

いよう周囲にフェンス等を設置し，侵入防止措置及び安全対策を講じなけれ

ばならない。 



（異常発生時の対応） 

第２１条 運営者は，発電設備に自然災害による被害又は異常が発生したとき

は，速やかに現地を確認し，早急に対処するとともに，市長に報告し，地元

関係者に周知しなければならない。 

（発電事業終了後の適正処分等） 

第２２条 運営者は，発電事業を終了したときは，市規則で定めるところによ

り，速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 運営者は，発電設備を速やかに撤去し，関係法令等に基づき適正に処分し

なければならない。 

３ 運営者は，発電設備の撤去処分が完了したときは，市規則で定めるところ

により，速やかに市長に報告しなければならない。 

４ 第１項及び前項の場合において，市長は，現地確認を行い，必要な指導又

は助言をすることができる。 

５ 運営者は，第２項に規定する撤去及び処分を速やかに行うために，必要な

資金の確保に努めなければならない。 

（立入調査等） 

第２３条 市長は，この条例の施行に関し必要な限度において，事業者に対

し，報告若しくは資料の提出を求め，又は市長の指定する市職員（以下「指

定職員」という。）に，事業区域内に立ち入らせ，設置事業及び発電事業に

関する事項について調査させ，若しくは関係者に対する質問をさせることが

できる。 

２ 前項の規定により立入調査をする指定職員は，その身分を示す証明書を携

帯し，関係者の請求があつたときは，これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は，犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

（助言等） 

第２４条 市長は，事業者に対して，市規則で定めるところにより，第１条の

目的達成のために必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができ

る。 

２ 市長は，事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，当該事業者に対

し，必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

(1) この条例の規定による申請，届出若しくは報告（以下「届出等」とい

う。）を怠つたとき，又は虚偽の届出等を行つたとき。 



(2) 設置許可を受ける前に発電設備の設置事業に着手したとき。 

(3) 第１９条又は第２０条の規定による設備を設置しなかつたとき。 

(4) 第２２条第２項の規定による撤去及び処分を行わなかつたとき。 

(5) 前条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず，若しくは虚

偽の報告若しくは資料の提出をし，同項の規定による事業区域内への立入

調査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，又は同項の規定による質問に対して

答弁せず，若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

(6) 前項の規定による助言又は指導に正当な理由なくして従わなかつたと

き。 

（公表） 

第２５条 市長は，前条第２項の規定による勧告を受けた事業者が当該勧告に

従わないときは，当該事業者の氏名及び住所（法人その他の団体にあつて

は，その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地）並びに勧告の

内容を公表することができる。 

２ 市長は，前項の規定による公表を行おうとするときは，あらかじめ事業者

に対して，その理由を通知し，意見を述べる機会を与えなければならない。 

（国又は県への報告） 

第２６条 市長は，前条第１項の規定により公表を行った後，公表の内容及び

事実を国又は県に報告することができる。 

（手数料） 

第２７条 設置許可又は変更許可の申請をしようとする者は，別表に掲げる区

分に応じ，手数料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定により納付した手数料は，還付しない。ただし，市長が特別の

理由があると認めるときは，その全部又は一部を還付することができる。 

３ 市長が特に必要があると認めたときは，第１項の手数料を減額し，又は免

除することができる。 

（委任） 

第２８条 この条例の施行に関し必要な事項は，市規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際，現に着手している設置事業については，この条例



（第２２条から第２５条までの規定を除く。）の規定は適用しない。ただ

し，市長は，現に設置事業に着手している設置者に対し，この条例について

遵守するよう協力を求めることができる。 

別表（第２７条関係） 

太陽光発電設備 

手数料の種類 単位 金額（円） 

1 許可申請   

(1) 発電出力が50キロワット未満のもの 1件 13,000 

(2) 発電出力が50キロワット以上2,000キロワット

未満のもの 

1件 28,000 

(3) 発電出力が2,000キロワット以上のもの 1件 40,000 

2 変更許可申請   

(1) 発電出力が50キロワット未満のもの 1件 6,000 

(2) 発電出力が50キロワット以上2,000キロワット

未満のもの 

1件 15,000 

(3) 発電出力が2,000キロワット以上のもの 1件 27,000 

風力発電設備 

手数料の種類 単位 金額（円） 

1 許可申請 1件 28,000 

2 変更許可申請 1件 15,000 

バイオマス発電設備 

手数料の種類 単位 金額（円） 

1 許可申請   

(1) 発電出力が2,000キロワット未満のもの 1件 28,000 

(2) 発電出力が2,000キロワット以上のもの 1件 40,000 

2 変更許可申請   

(1) 発電出力が2,000キロワット未満のもの 1件 15,000 

(2) 発電出力が2,000キロワット以上のもの 1件 27,000 

 


